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障害福祉サービスの制度上の理解と連携
〜医療・介護等の専⾨職が
知っておきたいポイント〜

一般社団法人広島県介護支援専門員協会 副会長

社会福祉法人 宗越福祉会 池本善典

令和７年11月14日

庄原市自立支援型ケアマネジメント研修会

社会福祉法人 大崎福祉会自己紹介

高齢者福祉
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1988年 社会福祉法人大崎福祉会入職。
特養生活相談員、在宅介護支援センターSW、事務⻑等を経て、
2003年より特養大崎荘施設⻑に就任。施設⻑と居宅のケアマネを兼
務していたこともあり、施設・居宅双方に関わる。
2015年より、法人内部異動にて、指定障害福祉サービス事業所ふれ
あい⼯房所⻑。
障害者グループホーム、相談支援事業所等の管理者を兼任。
2020年より、法人内のケアマネ事業所等、高齢者の訪問系事業所
の事業所⻑も兼任していた。
2024年3月退職。



2

社会福祉法人 宗越福祉会（むなこし福祉会）
広島県竹原市吉名町宗越793番地

特別養護老人ホーム
短期入所生活介護
通所介護 訪問介護
居宅介護支援
在宅介護支援センター
ケアハウス
サポートセンター（生活困窮者就労訓練事業・農福連携）
ワークセンター吉名（就労継続支援B型事業所）

社会福祉法人 宗越福祉会自己紹介

高齢者福祉
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※2024年4月、障害福祉サービス事業準備室長として入職。

現在、令和6年9月に開所した就労継続支援B型事業「ワークセン
ター吉名」管理者
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障害者の６５歳問題について
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１．2014(平成26)年、千葉市からサービスの
支給を打ち切られた

天海さんは⽉〜⼟曜⽇の毎⽇２〜３時間、障害福祉⾃⽴⽀援給付の居宅介
護（ホームヘルプサービス）を利用して、⾃己負担額なく生活してきた。
2014年7⽉、65歳の誕生⽇を目前にした天海さんは、千葉市への介護保険の申
請を断り、障害福祉の居宅介護の利用継続を申請したが、却下された。そし
て千葉市は天海さんが利用していた障害福祉の介護サービスを８⽉から打ち
切りにしたため、全額⾃費で介護サービスを利用し、負担額は⽉額約14万円
に上がった。その後やむなく介護保険を利用し、⽉額15,000円の⾃己負担と
なった。

２．2021(令和3)年、千葉地裁は千葉市の処分は適法とした
天海さんが千葉市に処分取り消しなどを求め訴訟を起こしたが、判決は

「障害福祉サービスと介護保険を任意に選択することは、公費負担の制度よ
りも社会保険を優先する社会保障の考え方に背く。他の者との公平にも反し、
原告の主張は採用できない。」と退けた。

天海訴訟
天海(ｱﾏｶﾞｲ)正克さん
（千葉市在住の現在73歳 脳性マヒ）

３．2023(令和5)年3月、東京高裁は千葉市の処分は違法だと取り消しを命
じた

天海さんは一審の判決を不服として二審へ上告した。二審(東京高裁)の判
決は、住⺠税⾮課税世帯の天海さんより収⼊のある障害者が、介護保険サー
ビスを利用した場合に⾃己負担がゼロになる事例があることに着目し、「障
害者相互の不均衡」と指摘し、市は障害福祉サービスの⽀給をべきだとし、
慰謝料を含む27万円あまりの損害賠償を千葉市に対して命じた。

千葉市は、東京高裁の判決を不服として最高裁判所に上告受理の申⽴てを
行った。

４．2025(令和7)年7月、最高裁は「差し戻し判決」となった。また介護保
険優先原則を強調した。

最高裁は、二審東京高裁判決は市の処分の違法性について、要介護認定の
有無にかかわらず障害福祉サービスを受けられる事情があったかどうかを検
討しないまま判断しており、審理が尽くされていないとして高裁に差し戻し
た。また、最高裁は「障害者総合⽀援法７条には、介護保険優先原則が規定
されている」と強調した。一方原告側は介護保険優先の原則を見直す必要が
あると強調。介護保険が「⾃⽴⽀援」を目的とするのに対し、障害福祉は
「社会参加」を理念に掲げており、介護保険は障害者の社会参加を認めてい
ないからだ。争いは継続する。
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障害者の65歳問題
１．利用料自己負担とサービス量の問題
（事例１）

総合⽀援法に基づき、重度訪問介護を１⽇10時間利用してきたが、
65歳を迎えると、介護保険を優先的に利用しなければならなくなり、
新たに利用料の１割負担が発生した。また、介護保険では１⽇３時
間しか認められないが、市町が総合⽀援法の上乗せ利用を認めてく
れない。

２．今まで利用していたサービス事業所が利用できなくなる問題
（事例２）

総合⽀援法により、⽇中活動の場として生活介護へ通っていた。
知り合いも多く、プログラムも気にいっていたが、65歳を迎え、別
の事業所で介護保険法によるデイサービスを利用する
よう市町に求められた。
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13

介護保険給付と障害者総合支援法の
給付について

介護保険制度
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障害者・児

都道府県

・広域支援 ・人材育成 等

介護給付

支援

地域生活支援事業

市 町 村

・居宅介護 ・重度訪問介護

・同行援護 ・行動援護
・療養介護 ・生活介護
・短期入所
・重度障害者等包括支援
・施設入所支援

・地域移行支援

・地域定着支援
・サービス利用支援
・継続サービス利用支援

自立支援医療

・更生医療

・育成医療
・精神通院医療

・相談支援 ・意思疎通支援 ・日常生活用具

・移動支援 ・地域活動支援センター ・福祉ホーム等

補装具

自立支援給付

第２８条第１項

第５条第16項

第６条

第５条第22項

第５条第23項

第７７条第１項

第７８条

※自立支援医療のうち、

精神通院医療の実施主
体は都道府県及び指定
都市

★原則として国が１／２負担

★国が１／２以内で補助

訓練等給付

相談支援

障害者総合⽀援法の給付・事業

・⾃⽴訓練（機能訓練・生活訓練）
・就労移行⽀援
・就労継続⽀援（Ａ型・Ｂ型）
・就労定着⽀援
・⾃⽴生活援助
・共同生活援助
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18

障害福祉サービスと介護保険の関係

その１
～ 介護保険との比較 ～
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障害福祉サービスと介護保険の関係
項目 介護保険サービス 障害福祉サービス

介護の必要性
の指標

要介護状態区分
（要支援１・２、要介護１〜５）

サービスの支
給限度

要介護（支援）状態区分別に支給限度額が設
定

サービス利用
計画の作成者

地域包括支援センター・居宅介護支援事業所
の介護支援専⾨員（ケアマネジャー）

サービス計画
の名称

居宅サービス計画（施設サービス計画）

利用者負担

原則１割負担
※⼀定以上所得者は２〜３割負担
（利用者負担が高額になった場合、世帯の課
税状況に基づいた上限額を超えた部分につい
て、申請により高額介護サービス費として支
給）
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23

障害福祉サービスと介護保険の関係

その２
～ 自立支援給付と介護保険制度との適用関係 ～

自立支援給付と介護保険制度との適用関係等

24

自立支援給付に優先する介護保険法の規定による保険給付は、介護給付、予
防給付及び市町村特別給付とされている。

したがって、これらの給付対象となる介護保険サービスが利用できる場合は、
当該介護保険サービスの利用が優先される。

①優先される介護保険サービス

ア サービス内容や機能から、障害福祉サービスに相当する介護保険サー
ビスがある場合は、基本的には、この介護保険サービスに係る保険給付を優
先して受けることとなる。

しかしながら、障害者が同様のサービスを希望する場合でも、その心身の状
況やサービス利用を必要とする理由は多様であり、介護保険サービスを一律
に優先させ、これにより必要な支援を受けることができるか否かを一概に判断
することは困難であることから、障害福祉サービスの種類や利用者の状況に
応じて当該サービスに相当する介護保険サービスを特定し、一律に当該介護
保険サービスを優先的に利用するものとはしないこととする。

② 介護保険サービス優先の捉え方
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介護保険サービスと障害福祉サービスの相当するサービス

介護保険サービス 障害福祉サービス

ホームヘルプ
サービス

訪問介護
居宅介護
重度訪問介護

デイサービス 通所介護

生活介護
自立訓練（機能訓練・生活訓練）
児童発達支援
放課後等デイサービス

ショートステイ 短期入所生活介護 短期入所

26

したがって、市町村において、申請に係る障害福祉サービスの利用に関する
具体的な内容（利用意向）を聴き取りにより把握した上で、申請者が必要とし
ている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否かを適切に
判断すること。なお、その際には、従前のサービスに加え、小規模多機能型居
宅介護などの地域密着型サービスについても、その実施の有無、当該障害者
の利用の可否等について確認するよう留意する必要がある。

イ サービス内容や機能から、介護保険サービスには相当するものがない
障害福祉サービス固有のものと認められるもの（同行援護、行動援護、自
立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援等）については、当該
障害福祉サービスに係る介護給付費等を支給する。

障害福祉サービスの
横出し
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○ 対象者

■ 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する者であって、常時介護を要する障害者
→ 障害支援区分４以上に該当し、次の（一）又は（二）のいずれかに該当する者

（一） 二肢以上に麻痺等がある者であって、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」のいずれもが「支援が不要」以外に認定されて
いる者

（二） 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等（１２項目）の合計点数が１０点以上である者

居宅等における ■ 入浴、排せつ及び食事等の介護
■ 調理、洗濯及び掃除等の家事

■ その他生活全般にわたる援助
■ 外出時における移動中の介護

※ 日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援を含む。
※ 平成30年４月より、入院中の病院等におけるコミュニケーション支援等が追加

○ サービス内容

■ サービス提供責任者：常勤ヘルパーのうち１名以上
・ 介護福祉士、実務者研修修了者 等

・ 居宅介護職員初任者研修修了者等であって３年以上の実務経験がある者

■ ヘルパー：常勤換算２．５人以上
・ 居宅介護に従事可能な者、重度訪問介護従事者養成研修修了者

○ 主な人員配置

重度訪問介護

27

・24時間介護保障が47都道府県に拡大
・・・ここ3年で、青森県・岩手県・長野県・徳島県・富山県・愛媛県・石川県で新たに、毎日
24時間(744h)以上の重度訪問介護の支給決定が出ました。
ついに47都道府県の全てで1箇所以上の市町村で24時間の公的な介護保障事例があ

る状態になりました。

・重度訪問介護等の1日を超える外出が全国で完全自由化
泊まりがけの外出が全都道府県の全市町村で禁止されなくなりました。（H30年4月～）

・・・重度訪問介護の外出の報酬告示の記述部分が変更され、原則として1日の範囲の外
出に限定していた文書が完全削除されました。
これで、2泊でも3泊でも外出が完全に自由になります(全市町村で適用）。月の支給量で

あれば自由に旅行にも行くことができます。

全国障害者介護制度情報（2018年合併号2018.4.25）より抜粋

○ 対象者

○ 主な人員配置○ サービス内容

■ 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等
→ 同行援護アセスメント票の調査項目（視力障害、視野障害、夜盲、移動障害）において、移動障害以外で１点以上かつ移動障害で１点以上に

該当していること

外出時において、

■ 移動に必要な情報の提供（代筆・代読を含む。）
■ 移動の援護、排せつ及び食事等の介護
■ その他外出時に必要な援助

※ 外出について
通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出

及び社会通念上適当でない外出を除く。

■ サービス提供責任者：常勤ヘルパーのうち１名以上
・ 同行援護従業者養成研修応用課程修了者であり、かつ、介護福祉士、
実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、居宅介護職員初任者
研修修了者等であって３年以上の実務経験がある者

■ ヘルパー：常勤換算２．５人以上
・ 同行援護従業者養成研修一般課程修了者（盲ろう者向け・通訳介助員
は、平成33年３月31日まで、暫定的な措置として、当該研修を修了したも
のと見なす。）

・ 居宅介護職員初任者研修修了者等であって、1年以上の直接処遇経験
を有する者 等

同行援護

28
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■ 行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護

■ 外出時における移動中の介護

■ 排せつ及び食事等の介護その他の行動する際に必要な援助

・ 予防的対応

…行動の予定が分からない等のため、不安定になり、不適切な行動

がでないよう、予め行動の順番や、外出する場合の目的地での行

動等を理解させる等

・ 制御的対応

…行動障害を起こしてしまった時の問題行動を適切におさめること等

・ 身体介護的対応

…便意の認識ができない者の介助等

○ 対象者

○ サービス内容 ○ 主な人員配置

■ 知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を有する者
→ 障害支援区分３以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等（１２項目）の合計点数が１０点以上である者

■ サービス提供責任者：常勤ヘルパーのうち１名以上
・ 行動援護従業者養成研修課程修了者又は強度行動障害支援者養成研修(

実践研修）修了者であって3年以上の直接処遇経験（知的障害・精神障害等）
※ 介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、居宅介護

職員初任者研修修了者等であって5年以上の実務経験（平成33年３月31
日までの経過措置）

■ ヘルパー：常勤換算２．５人以上
・ 行動援護従業者養成研修修了者又は強度行動障害支援者養成研修（実践

研修）修了者であって1年以上の直接処遇経験（知的障害・精神障害者等）
※ 介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、居宅介護職員初任者研修修

了者等であって2年以上の実務経験（平成33年3月31日までの経過措置）

行動援護

29
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③具体的な運用

②により、申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスによ
り必要な支援を受けることが可能と判断される場合には、基本的には介護
給付費等を支給することはできないが、以下のとおり、当該サービスの利
用について介護保険法の規定による保険給付が受けられない場合には、
その限りにおいて、介護給付費等を支給することが可能である。

ア 在宅の障害者で、申請に係る障害福祉サービスについて当該市町
村において適当と認める支給量が、当該障害福祉サービスに相当する介
護保険サービスに係る保険給付の居宅介護サービス費等区分支給限度
基準額の制約から、介護保険のケアプラン上に
おいて介護保険サービスのみによって確保する
ことができないものと認められる場合。

障害福祉サービスにおいて市町が適当と認める
支給量が、介護保険移行後、居宅介護サービス費区分
支給限度基準額の制約から、介護保険のケアプラン上に
おいて介護保険サービスのみによって確保することができないと認められ
たものについては、障害福祉サービスを上乗せ支給することができる。

障害福祉サービスの上乗せ
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ウ 介護保険サービスによる支援が可能な障害者が、介護保険法に基
づく要介護認定等を受けた結果、非該当と判定された場合など、当該介
護保険サービスを利用できない場合であって、なお申請に係る障害福祉
サービスによる支援が必要と市町村が認める場合（介護給付費に係る
サービスについては、必要な障害支援区分が
認定された場合に限る。）。

イ 利用可能な介護保険サービスに係る事業所又は施設が身近にない、
あっても利用定員に空きがないなど、当該障害者が実際に申請に係る障
害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用することが困難と市
町村が認める場合（当該事情が解消するまでの間に限る。）。

「障害者総合⽀援法に基づく⾃⽴⽀援給付と
介護保険制度との適用関係等について」（平成19年度通知）
より

【参考】障害福祉サービスの上乗せ例
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障害福祉サービスと介護保険サービスとの適用関係
〜 上乗せサービスと横出しサービス 〜

介護保険サービス

【障害福祉にはないサービス】

訪問看護、訪問リハ、居宅
療養管理指導、通所リハ、
特定施設入所者生活介護、
認知症対応型通所介護、認
知症対応型共同生活介護等

＜介護保険制度固有のサービス＞

介護保険サービス

障害福祉サービス

【両制度に共通のサービス】

ヘルパー、デイサービス、
ショートステイ等

＜上乗せ部分＞

介護保険の支給限度額を
上回る場合等

同行援護、行動援護、療養介
護、就労移行支援、就労継続
支援、就労定着支援、共同生
活援助（グループホーム）、

自立生活援助等

＜横出し部分＞

【介護保険にはないサービス】

＞ ＜障害福祉制度固有のサービス＞

障害者支援のための相談支援専門員連携ハンドブック(第一法規)より池本加筆
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36

障害福祉サービスと介護保険の関係

その３
～ 相談支援専門員と介護支援専門員との

連携について ～



19

相談支援専門員と介護支援専門員が連携していく上で
大事なことは？

２．介護保険制度の円滑な利用に当たっての留意点
（１）障害福祉サービス利用者への介護保険制度の案内について

要介護認定等の申請は、申請に係る者の状態について大きな変更が生ずること
が見込まれないということから、65 歳到達日（誕生日の前日）、特定疾病に該当
する者の40 歳到達日（誕生日の前日）又は適用除外施設退所日（以下「65 歳到
達日等」という。）の３か月前以内に要介護認定等申請を受理し、65 歳到達日等
に認定することを運用上の対応として可能としている。

そのため、障害福祉サービス利用者の介護保険制度の円滑な利用に向け、要介
護認定等の申請から認定結果通知にかかる期間を考慮して65 歳到達日等前の適切
な時期から要介護認定等に係る申請の案内を行うこと。

その際には、単に案内を郵送するだけでなく、市町村職員から、又は、（３）
にお示しする相談支援専⾨員から直接、介護保険制度について説明を行うことが
望ましい。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立
支援給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意事項等について

（厚労省社会・援護局障害保健福祉部企画課・障害福祉課）
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（２）障害福祉サービス利用者等に対する介護保険制度との併給が可能な旨の案内
について
介護保険法の規定による保険給付が優先されることが、あたかも介護保険のみの利
用に制限されるという誤解を障害福祉サービス利用者に与えることのないよう、適
用関係通知（２）②の場合や③の場合については介護給付費等の支給が可能な旨、
利用者及び関係者へ適切に案内を行うこと。

（３）指定特定相談支援事業者と指定居宅介護支援事業者等との連携について
障害福祉サービス利用者が介護保険サービスを利用するに当たっては、障害者が

適切なサービスを受けられるよう・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律（平成17 年法律第123 号）における指定特定相談支援事業所の相談
支援専⾨員がモニタリングを通じて、必要な介護保険サービスを円滑に利用できる
よう利用者に対し、介護保険制度に関する案内を行うことや、介護保険サービスの
利用に際しては、本人に了解の上、利用する指定居宅介護支援事業所等に対し、利
用者の状態や障害福祉サービスの利用状況等サービス等利用計画に記載されている
情報を提供するよう適切に引継ぎを行うこと
・介護保険サービス利用開始後も引き続き障害福祉サービスを利用する場合は、サ
ービス担当者会議等を活用して相談支援専⾨員と介護支援専⾨員が随時情報共有を
図ること等必要な案内や連携を行うこと等の周知をお願いしたい。
※なお、ここでいう「指定居宅介護支援事業者等」とは、小規模多機能型居宅介護
や介護老人福祉施設のように、人員配置基準において介護支援専⾨員の配置が義務
づけられている事業者を含むものである。

障害福祉サービスから介護保険優先サービスへの連携

相談⽀援専門員

３３ｋ
ｇｗｔ

ｕ

65歳到達
日、３ヶ
月前に要
介護認定
申請可能

６５歳

３３ｋｇｗ
ｔｕ

・介護保険制度
について説明
・障害福祉サー
ビスの併給可能
の案内

介護⽀援専
門員・サービス担当者会議

・情報提供・共有
・適切な引継ぎ

障害福祉サービス

障害福祉サービス

介護保険サービス

①サービス内容や機能が障
害福祉サービスに相当

②補装具が標準的な既製品
で良い場合
それ以外は障害福祉ｻｰﾋﾞｽ

④障害福祉サービス固有
のもの

⑤該当する介護保険サー
ビスがないとき

６６歳６４歳

③介護保険サービスでは
確保できない場合

・ゆっくりと支援体
制を移行
・ダブルケアマネが
必要なときも
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４．指定障害者支援施設等入所者の要介護認定等について
介護保険適用除外施設である指定障害者支援施設等入所者は、介護保険サービ

スに相当する介護サービスが提供されていること等の理由から、当分の間、介護
保険の被保険者とはならないこととされている。⼀方で、個々の事情に応じて介
護保険適用除外施設を退所又は退院することもあり得るが、その場合には介護保
険の被保険者となり、介護保険法に基づく要介護認定等を受けることにより、こ
れに応じた介護保険サービスを利用することが可能となる。

○医療型障害児施設 ○救護施設 ○障害者支援施設（生活介護を行うものに限

る） ○指定障害者支援施設（生活介護及び施設入所支援に限る） ○その他

介護保険の適用除外施設とは

※適用除外という意味は、これらの施設では介護保険に相当する（または上回る）
サービスが提供されている一方で、施設外のサービスを利用することは困難である

ことから、介護保険料の負担を求めないという意味で被保険者とはしないというもの。

・障害者支援施設を退所する3ヶ月前から準備認定が可能とされており、退
所後に保険者となる市町村と十分に調整を行い、退所後の円滑な介護サービ
ス利用に繋げていく必要があります。

障害者支援施設（介護保険適用除外施設）に入所している方は、65歳になっても退
所の必要はなく、費用負担も障害福祉制度に基づいて継続され、基本的に変わりませ
ん。

○ 65歳到達後の制度と費用負担のポイント
・障害者⽀援施設は「介護保険適用除外施設」に該当するため、65歳になっても介

護保険制度への強制的な移行はありません。
・退所の必要はなく、引き続き障害福祉サービスの枠組みで⽀援が提供されます。
・費用負担も障害福祉制度の定額上限方式が適用され続けます。所得に応じて⽉額

上限（例：9,300円、37,200円など）が設定されており、介護保険のような1〜3割負
担にはなりません

○ 65歳到達した人が障害者支援施設を退所する場合
・介護保険の被保険者となり、介護保険法に基づく要介護認定等を受けることによ

り、これに応じた介護保険サービスを利用することが可能となる。
・退所して地域生活に移行する場合や、施設外で介護サービスを受ける場合は、介

護保険制度が適用され、費用負担が変わる可能性があります。

障害者支援施設に入所している人が65歳になると・・？？
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50歳代で脳卒中により介護保険の「特定疾病」で要介護認定を受けた人は、原則
として「障害者支援施設」には入所できません。 障害者⽀援施設は「障害者総合⽀
援法」に基づく制度であり、対象は18歳以上の障害者（身体・知的・精神）です。
一方、介護保険の要介護認定は「高齢者福祉制度」に基づくため、両制度は⼊口が
異なります。

制度の整理
・介護保険制度
 65歳以上が原則対象。
 40〜64歳は「特定疾病」（脳卒中、若年性認知症など）に限り要介護認定を

受けられる。
 サービスは「介護保険施設」（特養、老健、介護医療院など）が中心。

・障害者総合支援法
 18歳以上の障害者が対象。
 「障害者⽀援施設」は、生活介護や施設⼊所⽀援を提供。
 ⼊口は「障害者手帳」や「障害⽀援区分認定」。

50歳代で特定疾病（脳卒中）になった人は障害者支援施設に入所できる？

 なぜ入所できないのか
制度の排他性 介護保険の対象者は、原則として障害者総合⽀援法のサービスを利

用できません。 → 40〜64歳で特定疾病により要介護になった人は「介護保険サー
ビス」に一本化されます。

例外的なケース
 障害者手帳を持ち、かつ障害⽀援区分認定を受けている場合でも、介護保険

優先の原則が適用されます。
 ただし、⾃治体によって「障害福祉サービスの併用」を認める特例がある場

合があります（例：就労⽀援や⽇中活動系サービス）。
 実際の選択肢
介護保険施設 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院など。
在宅サービス 訪問介護、通所リハビリ、訪問看護など。
障害福祉サービスとの併用（限定的） 就労継続⽀援や地域活動⽀援センターなど

介護保険ではカバーできない部分を補う形で利用可能な場合あり。

 まとめ
 50歳代で脳卒中により要介護認定を受けた人は「介護保険サービス」が基本ル

ート。
 障害者支援施設への入所は原則不可。
 ただし、自治体の判断で⼀部障害福祉サービスを併用できる可能性はある。
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○ 対象者

■ 地域において自立した日常生活を営む上で、相談、入浴、排泄又は食事の介護その他日常生活上
の援助を必要とする障害者（身体障害者にあっては、65 歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに
障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。）

○ サービス内容 ○ 主な人員配置

■ 主として夜間において、共同生活を営むべき住居における相談、入
浴、排せつ又は食事の介護その 他日常生活上の援助を実施

■ 利用者の就労先又は日中活動サービス等との連絡調整や余暇活
動等の社会生活上の援助を実施

■ サービス管理責任者
30：１以上
■ 世話人 ６：１以上
（４：１～６：１）
■ 生活支援員 障害支援
区分に応じ
２.５：１ ～ ９：１以上

【障害者グループホーム】 共同生活援助（介護サービス包括型）

45

※障害福祉制度固有のサービスであり、利用
者が介護保険対象となったときには、共同生
活援助と介護保険サービスとの併用が可能で

ある。

46
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48

事例検討
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Ａさんは、54歳でくも膜下出血で倒れ、一命は取り留めたが右

片マヒが残り要介護４の介護認定がおりた。一人暮らしであったＡ
さんは自宅で生活することができず、入院していた病院からその
まま老人保健施設に入所した。

老健でのリハビリが功を奏してか身体レベルの向上が見られる
と同時に意欲も出てきて、退所して自宅で生活し就労もできれば
したいと思うようになった。

くも膜下出血で倒れる前は、高校を出てからずっと自動車整備
工場で整備士を長年していた。職場では人気者で周りの人から好
かれる性格であった。

Ａさんが自宅で生活するに当たって、どんな
支援ができるでしょうか？
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51

就労系サービスについて

○ 対象者

○ サービス内容 ○ 主な人員配置

■ 通常の事業所に雇用される事が困難であって、適切な支援により雇用契約に基づく就労が可能な障害者
※ 65歳に達する前５年間障害福祉サービスの⽀給決定を受けていた者で、65歳に達する前日において就労継続⽀援A型の⽀給決定を受けていた者は当該サービスにつ
いて
引き続き利⽤することが可能。

■ 通所により、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者
について、一般就労への移行に向けて支援

■ 一定の範囲内で障害者以外の雇用が可能
■ 多様な事業形態により、多くの就労機会を確保できるよう、障害者の利用定員10人からの事業実施が可能
■ 利用期間の制限なし

■ サービス管理責任者

■ 職業指導員
生活支援員

１０：１以上

就労継続支援Ａ型

52

就労継続支援Ｂ型

■ 就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活
動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される障害者
① 企業等や就労継続支援事業（Ａ型）での就労経験がある者であって、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者
② ５０歳に達している者または障害基礎年金1級受給者
③ ①及び②に該当しない者であって、就労移行支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者

○ 対象者

■ 通所により、就労や生産活動の機会を提供（雇用契約は結ばない）するとともに、一般就労に必要な知識、
能力が高まった者は、一般就労等への移行に向けて支援

■ 平均工賃が工賃控除程度の水準（月額3,000円程度）を上回ることを事業者指定の要件とする
■ 事業者は、平均工賃の目標水準を設定し、実績と併せて都道府県知事へ報告、公表
■ 利用期間の制限なし

○ サービス内容 ○ 主な人員配置

■ サービス管理責任者

■ 職業指導員
生活支援員
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○対象者

○ サービス内容 ○ 主な人員配置

■ 一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる障害者
※ 休職者については、所定の要件を満たす場合に利用が可能であり、復職した場合に一般就労への移行者となる。
※ 65歳に達する前５年間障害福祉サービスの⽀給決定を受けていた者で、65歳に達する前日において就労移⾏⽀援の⽀給決定を受けていた者は当該サービスについて引
き続
き利⽤することが可能

■ 一般就労等への移行に向けて、事業所内での作業等を通じた就労に必要な訓練、適性に合った
職場探し、就労後の職場定着のための支援等を実施

■ 通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画の進捗状況に応じ、職場実習等によるサービス
を組み合わせた支援を実施

■ 利用者ごとに、標準期間（24ヶ月）内で利用期間を設定
※ 市町村審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大１年間の更新可能

■ サービス管理責任者
■ 職業指導員

生活支援員
■ 就労支援員 → １５：１以上

６：１以上

就労移行支援
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計画相談支援について

介護支援専門員と相談支援専門員の比較
相談支援専⾨員介護支援専⾨員

試験合格後実務研修受講資格取得方法
居宅サービス計画作成サービス計画
本人目標サービス計画の目

標
有り給付管理
要介護認定により⽀給限度額
を決定

⽀給決定プロセス

毎⽉１回（義務づけ）
（毎⽉報酬算定）

モニタリング

居宅介護⽀援事業所

地域包括⽀援センター
在宅介護⽀援センター

関連事業所等

標準取扱件数 ４５人
（予防プラン１／３換算）

担当ケース数

地域包括ケア会議関連会議
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全ての利用者について計画相談支援等が行われることを原
則とした趣旨（平成24年4月から平成26年度末までに）
【経過】

これまで、障害者ケアマネジメントの必要性や相談⽀援の体制等に重要性に関しては、「障害者ケアガイドライン」
報告書（平成14年3⽉31⽇）（障害者ケアマネジメント体制整備検討委員会）により提言され、その後、＊社会保障審
議会障害者部会報告書（平成20年12⽉26⽇）においても大きく取り上げられてきた。

【目指すもの】
○各市区町村（わがまち）に住んでいる障害福祉サービス等を利用するすべてのひとに対し
て、時には近くで深く寄り添い、時には遠くから見守ることのできる「相談支援専門員」と
いう専門職が身近にいる体制を整えること。
○そして、誰もが住み慣れた地域で安心して生活できるまちづくりを目指すこと。

【趣旨】＊記載事項を整理すると、次のとおりである H26.2.27事務連絡（抜粋）

（１） 障害児者の自立した生活を支えるためには、その抱える課題の解決や適切なサービス利用に
向けたきめ細かく継続的な支援が必要であり、そのためには定期的なケアマネジメントを行う体制
が求められること

（２） 障害児者にとって、専⾨的な知見を持った担当者からのアドバイスを活用してサービスを幅
広く組み合わせて利用することが、選択肢の拡大につながること

（３） 可能な限り中立的な者が、専⾨的な観点から⼀貫してケアマネジメントを行うことにより、
市区町村の支給決定の裏付け又は個別のサービス・支援の内容の評価を第三者的な観点から行うこ
とが可能となること

サービス等利用計画はツール
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＜留意事項（ポイント）＞
○ 「セルフプラン」を・・・
① 「申請者が希望する場合」：申請者の自由な意思決定が担保されていることが前提

② 「身近な地域に指定特定相談支援事業者等がない場合」：市区町村（都道府県）が必要な事
業者の誘致に向けた努力を行ってもなお体制が確保されない場合が前提

→ 各市区町村は、平成27年度に向けた体制整備を各市区町村・都道府県が進めている中で、

体制整備に向けた努力をしないまま安易に申請者を「セルフプラン」に誘導することは厳に慎む
べき。

○上記（②）の場合には、市区町村は・・・
・ 日頃から、相談支援事業者等の充足に向けた支援を図るべき。

・ 管内の障害福祉サービス事業所の状況に関する情報提供や記載方法に関する説明や相談
等十分な支援を行うとともに、モニタリングに代わるものとして、市区町村が本人の状況を定期的
に把握すべき。

・ 支給決定の更新時には、相談支援事業者等がサービス等利用計画を作成すべき。

「セルフプラン」を受け付けるに当たっての留意事項（ポイント）
＊ 「計画相談支援・障害児相談支援の体制整備を進めるに当たっての基本的考え方等について」（平成26年２月27日付地域生活支援推進室事務連絡）より抜粋

＜基本的考え方＞
○ 「セルフプラン」自体は、障害者本人（又は保護者）のエンパワメントの観点からは望
ましいもの。一方、市区町村が計画相談支援等の体制整備に十分に力を入れないま
ま安易に「セルフプラン」の提出を誘導しているとの指摘もある。一定の原則が必要。

59

ア
セ
ス
メ
ン
ト

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
案
等

個
別
支
援
計
画

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

相
談
支
援
事
業
者

支
給
決
定（
市
町
村
）

サ
ー
ビ
ス
事
業
者

ア
セ
ス
メ
ン
ト

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
等

支
援
会
議

継
続
サ
ー
ビ
ス
利
用
支
援
等

（
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
）

個
別
支
援
計
画
の
実
施

（
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
）

個
別
支
援
計
画
の
変
更

サ
ー

ビ
ス
担
当

者
会
議

個
別
支
援
計
画
の
原
案

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
等
の
変
更

サ
ー

ビ
ス
担
当

者
会
議

※点線枠部分は、必要により実施

指定特定相談支援事業者（計画作成担当）及び障害児相談支援事業者と
障害福祉サービス事業者の関係

資
源
ア
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二
次
ア
セ
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利
用
契
約（
利
用
開
始
）

必要に応じて、医療の必
要性や職業能⼒の程度な
どについて、外部の専門
機関等に状況照会。
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令和6年度
改正
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日本相談支援専門員協会編，「サービス等利用計画作成サポートブック修正版」Ｐ．４０

日本相談支援専門員協会編，「サービス等利用計画作成サポートブック修正版」Ｐ．４５



33

日本相談支援専門員協会編，「サービス等利用計画作成サポートブック修正版」Ｐ．４６
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地域共生社会の構築に向けて
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我が町の社会資源

ホームヘルパー

訪問看護

生活介護
就労継続Ｂ型

デイサービス

ショートステイ

配食サービス

病院
生きがい

デイサービス

外出支援
サービス

あんしん電話

日常生活用具
給付・貸与

かかりつけ医
住宅改修

福祉用具
レンタル

地域サロン

かみじまネット

かけはし(福祉ｻｰﾋ
ﾞｽ利用援助事業)

安否確認

声かけ

移動販売

食材配達
調理・掃除

買い物

寄り添いパートナー

ゴミ出し
ケアマネジャー
相談支援専門員

話し相手

生活支援

巡回相談員

⺠生委員

家族

⾒守り

近隣

ボランテ
ィア

グループホーム
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ケアマネジメント＝
・｢ニーズ｣と｢社会資源｣を繋げる技術
・｢利用者｣と｢地域｣を繋げる技術
・｢暮らし｣を高め、｢地域｣を育てる技術

利用者
（ニーズ）

地 域
（社会資源）

ケアマネジャー
相談支援専門員広島県介護支援専門員協会前会⻑

荒木和美氏研修資料より引用

ケアマネジメントの⼒
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地域共生社会の構築を目指して


